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１１
月
定
例
会
の
概
要
�

���

　
開
会
日
に
は
、
平
成
11
年
度
岡
山�

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
は
じ

め
十
九
件
の
決
算
や
訴
え
の
提
起
に

つ
い
て
採
決
し
た
後
、
御
南
地
区
幼

稚
園
・
保
育
園
一
体
型
施
設
整
備
事

業
費
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
平
成
12
年

度
岡
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

三
号
）
や
岡
山
市
保
育
所
に
お
け
る

保
育
の
実
施
及
び
使
用
料
徴
収
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
な
ど
五
十
六
件
の

議
案
を
上
程
し
、
市
長
か
ら
所
信
表

明
と
提
案
理
由
説
明
を
受
け
ま
し
た
。�

　
五
日
間
の
休
会
の
後
、
議
案
や
市

政
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
12
月
６�

日
か
ら
11
日
ま
で
四
日
間
に
わ
た
っ�

て
七
会
派
が
代
表
質
問
を
、
引
き
続

き
15
日
ま
で
五
日
間
に
わ
た
っ
て
二�

十
三
人
の
議
員
が
個
人
質
問
を
行
い

ま
し
た
。�

　
個
人
質
問
終
了
後
、
平
成
12
年
度�

岡
山
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四

号
）
や
岡
山
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
な
ど
十
五
件
の
議
案

を
追
加
上
程
し
、
提
案
理
由
説
明
を

受
け
た
後
、
六
常
任
委
員
会
に
議
案

や
請
願
・
陳
情
を
付
託
し
、
18
日
か

ら
20
日
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員

会
で
審
査
を
行
い
ま
し
た
。�

　
最
終
日
の
21
日
に
は
、
各
常
任
委�

員
会
の
委
員
長
か
ら
審
査
経
過
や
結

果
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
議
案
や

請
願
・
陳
情
の
採
決
を
行
っ
た
後
、

任
期
満
了
に
伴
う
人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
な
ど
を
行
い
、
11
月
定

例
会
を
閉
会
し
ま
し
た
。�

　
地
方
分
権
時
代
の
到
来
に
よ
り
都
市
間
競
争
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
行
政

の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
と
し
て
、
地
方
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
重

要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。�

　
こ
う
し
た
中
、
岡
山
市
議
会
で
は
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
の
一
環
と
し
て
、

昨
年
11
月
定
例
会
か
ら
本
会
議
状
況
の
テ
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー
放
映
を
市
役
所
等

で
開
始
し
、
さ
ら
に
、
現
在
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
導
入
に
つ
い
て
も
精
力
的

に
協
議
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
一
人

で
も
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
本
会
議
の
質
問
や
答
弁
の
様
子
を
ご
覧
い
た
だ

き
、
市
議
会
へ
の
理
解
や
関
心
を
一
層
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。�

　
本
年
も
、
市
民
の
皆
様
の
声
を
厳
粛
に
受
け
止
め
な
が
ら
、
円
滑
な
議
会

運
営
は
も
と
よ
り
、
市
民
福
祉
の
向
上
と
市
勢
発
展
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
一
層
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。�
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岡
山
市
議
会
議
長
　
　
磯
村
　
博�
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保
育
料
を
改
定
す
る
条
例
、
�

平
成
　
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
�

な
ど
を
可
決
�

12

平成１２年１１月�

定例市議会�

　
１１
月
定
例
会
は
１１
月
３０
日
に
開
会
し
、
代
表
質
問
、

個
人
質
問
、
各
常
任
委
員
会
の
審
査
を
行
い
、
議
案
、
請

願
・
陳
情
等
を
議
決
し
て
１２
月
２１
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
�


